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１ 趣旨 

鷹栖町の魅力や暮らしを分かりやすく伝えるため、本ガイドブックを作成する。 

タウンガイドブックでは、自然環境や地域資源、日常の楽しみ方などを通じて「まちの現状」を可

視化し、町内外の人々に親しみや関心を持ってもらうことを目的とする。 

一方、移住ガイドブックでは、住まい・仕事・子育て・地域との関わり方など、移住後の具体的な

生活イメージを提示し、不安の解消と行動の後押しにつなげる。 

両者を通じて、関係人口の創出から定住促進まで一体的に展開し、鷹栖町らしい持続的なまちづく

りを推進する。 

ついては、公募型簡易プロポーザル方式により、優れた提案を広く求め、価格評価のみならず、企

画提案書の内容等から総合的に判断し、最も優れた企画提案を行った事業者を本業務委託の受託者と

して特定する。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

鷹栖町新タウンガイドブックおよび新移住ガイドブック作成業務 

（２）目的 

   鷹栖町に訪れたくなる・移り住みたくなるような魅力（人、観光や体験、場所）を紹介するパンフ

レットとしてタウンガイドブックおよび移住ガイドブックを作成し、町の認知度及び町に対する関

心を高めることを目的とする。その業務を受託者に委託するため、公募型プロポーザル方式を実施す

るものである。 

（３）履行期間 

契約締結日から令和９年３月末まで 

（４）委託費（見積提案上限額） 

2,800 千円（消費税及び地方消費税相当額を含まない。） 

（５）業務内容 

「別紙１ 鷹栖町新タウンガイドブックおよび新移住ガイドブック作成業務仕様書」（以下「仕様

書」という）のとおり。」 

 

３ プロポーザルの実施方式 

  公募型簡易プロポーザル方式 

 

４ 担当部局 

鷹栖町 まちづくり推進課 広報広聴係（新タウンガイドブックに関すること） 

            地域振興係（新移住ガイドブックに関すること） 

住 所：〒071-1292  北海道上川郡鷹栖町南１条３丁目５番１号 

電 話：0166-74-3831 
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ＦＡＸ：0166-87-2850 

メール：kikaku1@town.takasu.lg.jp （広報広聴係） 

    kikaku2@town.takasu.lg.jp （地域振興係） 

 

５ 提案参加資格 

次の各号の全ての要件を満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 22 号）第 167 条の 4の規定に該当しない者 

（２）公告又は指名から契約までの期間において、鷹栖町建設工事等入札参加者指名停止措置要綱 

  （平成 12年５月 25日）に基づく指名の停止措置を受けていない者 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成 11

年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 

（４）会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 475 条若しくは第 644 条の規程に基づく精算の開始又は破

産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若しくは第 19 条の規程に基づく破産手続開始の申立て

がなされていない者 

（５）鷹栖町暴力団員の排除の推進に関する条例（平成 25 年条例第 32 号）第２条第１項第３号に該

当しないこと。 

（６）鷹栖町及び本店所在地において市町村税の滞納がないこと。 

（７）共同企業体の構成員でない者 

（８）共同企業体の場合、構成員が他の共同企業体の構成員と重複していないこと。 

（９）共同体の場合、全ての構成員が第１号から第６号の規定を満たしていること。 

（10）充分な業務遂行能力を有し、適切な執行体制を有している者。 

（11）過去５年以内に市町村が発注したガイドブック作成業務を受託した実績を有する者。 

 

６ 選考スケジュール 

（１）実施要項の提示（ホームページにて掲載）   令和８年４月９日（木） 

（２）質問の提出期限     令和８年４月 15 日（水） 

（３）質問に対する回答    令和８年４月 17 日（金） 

（４）参加表明書提出期限    令和８年４月 15 日（水） 

（５）参加資格審査結果通知（予定）   令和８年４月 17 日（金） 

（６）企画提案書・見積書等提出期限   令和８年４月 24 日（金） 

（８）最優秀提案者の決定      令和８年４月下旬 

（９）協議及び調整（契約内容確認、仕様書調整）    令和８年４月下旬～５月上旬 

（10）契約締結         令和８年５月上旬 

 

７ 申請手続等 

 （１）参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法 

   ア 交付期間 令和８年４月９月（木）から令和８年４月 15日（水）まで 

イ 交付方法 
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鷹栖町ホームページへ掲載するほか、希望する場合は４の担当部局で配付する（担当部局での配

布を希望する場合は、事前に連絡し日時を調整のうえ、来庁すること）。郵送又は電送（ファック

ス、電子メール等）による交付は行わない。担当部局での配布は、午前８時 30分から午後５時 15

分まで。鷹栖町ホームページにおいては、その運用時間においてダウンロードできる。 

 （２）参加手続き等 

   本件プロポーザル参加希望者は参加表明書及びその他必要書類（以下「参加表明書等」という。）

を提出し、参加か資格の有無について町長の確認を受けなければならない。 

   なお、共同企業体として参加を希望する場合は、構成員全員が書類を作成し、代表団体が取りまと

めて提出すること。 

   提出方法は次によるものとする。 

  ア 提出書類 

   （ア）参加表明書（様式第１号） 

   （イ）参加資格審査調書（様式第２号） 

   （ウ）登記事項証明書 

      受理日から起算して３カ月以内に発行されたもの（法務局発行） 

   （エ）印鑑証明書 

      受理日から起算して３カ月以内に発行されたもの（法務局発行） 

（オ）納税証明書 

   国税 法人税と消費税及び地方消費税について未納がないことを証明するのも（その他３） 

   地方税 法人事業税（本社所在地）について未納がないことを証明するもの 

（カ）損益計算書 

   直近１年間の収支決算書 

※１ （ウ）～（カ）までの証明書類は写し可 

※２ （ウ）～（カ）までの書類は、現在、令和８年度鷹栖町入札参加資格者名簿に登載されてい

る者は省略できる。その場合、（様式第１号）にある「【参考】入札参加資格」欄にて「あり」

を選択すること。 

  イ 提出期限 令和８年４月 15 日（水）午後５時まで 

   ウ 提出部数 各１部とする 

   エ 提出先  ４の担当部局 

   オ 提出方法 持参の場合は、平日の午前９時から午後５時まで 

         郵送の場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便とし、上記提出期限内必着とする。 

         （不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。） 

   カ 留意事項 様式については、参加表明書等の提出日時点において記載すること。 

  

（３）参加資格の確認 

   参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果（参加資格が

ないと認めた場合はその理由も含む。）については、書面により通知する。 
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８ 参加資格がないと認めたものに対する理由の説明 

 （１）参加資格がない旨の通知を受けたものは、通知をした日の翌日から起算して３日（休日を含まな

い。）以内に、町長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面（任意様式とする。）により

説明を求めることができる。 

 （２）町長は、説明を求められたときには、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して３日

（休日を含まない。）以内に、説明を求めたものに対し書面により回答する。 

 

９ 説明会 

  説明会等は実施しない。 

 

10 企画提案に関する質問 

 （１）仕様書に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書を提出すること。 

  ア 提出方法 

    質問書（様式第３号）により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。ただし、ファ

ックス、電子メールの場合は、必ず電話で到達を確認すること。 

  イ 提出期限 

    令和８年４月 15日（水）午後５時まで ※必着のこと 

    持参又は電話による到達の確認は、午前９時から午後５時まで（休日は不可）。 

  ウ 提出先 

    ４の担当部局 

 （２） (１)の質問に対する回答は、参加表明書を提出した全ての事業者の担当者に対して、令和８年

４月 17 日（金）に、質問者名を伏せたうえで、質問及び回答を電子メールに添付のうえ送信する。

複数回に分けて回答する場合もある。 

 

11 プロポーザルに参加する者が１者である場合の措置 

 （１）参加する者が１者であっても、プロポーザルを実施する。 

 （２）参加表明者がいなかった場合は、再度公告し、参加表明書等の提出期限を延長する。この場 

合、必要に応じてスケジュールの変更を行うものとする。 

 なお、再度公告し参加表明者が１者以上の場合、プロポーザルを実施する。 

 

12 企画提案書等の提出について 

「別紙２ 鷹栖町新タウンガイドブックおよび新移住ガイドブック作成業務委託 企画提案書等作

成要領」を確認の上、次のとおり提出すること。 

 

 （１）提出書類 

  ア 企画提案書提出書（様式第４号） 

  イ 見積書（ただし、内訳を可能な限り詳細に記載すること。） 

  ウ 企画提案書 
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  エ その他必要な書類 

 （２）提出部数 

  ア （１）のうちア及びイの書類については各１部提出すること。 

  イ （１）のうちウ及びエの書類については一綴りとし、８部提出すること。 

（３）提出先 

   ４の担当部局 

 （４）提出方法 

  ア 持参の場合 平日の午前９時から午後５時まで 

  イ 郵送の場合 一般書留郵便又は簡易書留郵便とし、上記提出期限内必着とする。 

         （不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。） 

 （５）提出期限 

    令和８年４月 24日（金）午後５時まで 

 

13 企画提案書等に関する審査の実施 

本プロポーザルは、公募型簡易プロポーザルとして審査方式で実施する。企画提案書等の書類を審

査・点数化し、評価点が最も高い者を契約候補者として選定する。 

 （１）実施日時 

    令和８年４月下旬 予定 

 （２）実施場所 

    北海道上川郡鷹栖町南１条３丁目５番１号 鷹栖町役場内 

 （３）実施方法 

    企画提案書等の書類審査をすることとし、非公開とする。 

 （４）結果の通知 

    参加者に対し郵送により通知する。 

 

14 審査の方法等 

 （１）審査の主体 

   「鷹栖町新タウンガイドブックおよび新移住ガイドブック作成業務委託プロポーザル審査委員会

設置要綱」に基づき、鷹栖町新タウンガイドブックおよび新移住ガイドブック作成業務委託プロポー

ザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）において行う。 

 （２）審査の基準 

   「別紙３ 鷹栖町新タウンガイドブックおよび新移住ガイドブック作成業務委託プロポーザル審

査委員会 審査基準」によるものとする。 

 （３）審査の方法 

   企画提案書等を基に審査し、評点が最も高い者を契約候補者として選定する。評価点が最も高い

者が複数であった場合は、審査委員の投票により決定する。なお、最優秀提案者以外の者について

も、順位付けを行う。 
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15 契約の締結 

 （１）最優秀提案者に選定された者と契約締結の交渉を行う。ただし、当該交渉が不調の場合は、順位

が高い者から順に契約締結の交渉を行う。 

 （２）契約交渉にあたっては、契約者が提案した業務内容を尊重するが、本業務の目的を達成するため

に修正すべき事項があると本町が判断した場合は、本町と企画提案者との協議により、項目の追

加、変更又は削除を行うことができるものとする。従って、契約候補者の決定をもって、企画提案

書等に記載された全内容を承認するものではない。 

 

16 その他事項 

 （１）参加表明書等に関する事項 

   ア 提出期限までに参加表明書等及び企画提案書等を提出しなかった場合は参加者として認めら

れないものとする。 

   イ 参加表明書等及び企画提案書等の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。 

   ウ 提出された参加表明書等及び企画提案書等は返却しない。 

   エ 提出された参加表明書等及び企画提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提

出者に無断で使用しない。 

   オ 提出期限後における参加表明書等及び企画提案書等の追加、修正及び再提出は認めない。 

   カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該参加表明書等を無効とし、参

加資格の取消し、参加候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとる。 

   キ 企画提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合には、当該企画提案

書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとる。 

   ク 参加表明書等の提出後に辞退する場合には、書面（任意様式）により意思表示を行うこと。提

出は持参又は郵送とする。 

   ケ 企画提案書提出書（様式第４号）に提示した業務責任者及び担当者は、原則として変更できな

い。ただし、やむを得ない理由により変更する場合は、同等以上の知識と技術を有する者で本町

の了解を得なければならない。 

 （２）参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認められた

者が、参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する参加資格確認の通知を、理由を付

して取り消すものとする。この取り消しを受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算し

て３日（休日を含まない。）以内に、町長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面に

より求めることができる。 

 （３）契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が５に規定する参加資格を満たさなくなっ

た場合には、契約を締結しないことができる。 

 （４）申請書等は、黒色のペン又はボールペンで記入すること（消えるボールペンは不可）。 

 （５）著作権 

    提出書類の著作権は、プロポーザル参加者に帰属するものとする。ただし、本町が本案件のプロ

ポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、プロポーザル参加者の承諾を得ずに提出書

類を無償で使用できるものとする。 


